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面
接
指
導
の
該
当
者
を

独
自
に
分
類
し
て
状
況
把
握

　

労
働
安
全
衛
生
法
で
は
、時
間
外・休
日

労
働
時
間
が
１
か
月
あ
た
り
80
時
間
を
超

え
、か
つ
疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
る
者
に

つ
い
て
本
人
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、

医
師
に
よ
る
面
接
指
導
を
行
っ
て
適
切
な

事
後
措
置
を
行
う
よ
う
規
定
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、「
地
方
公
務
員
に
お
け
る

働
き
方
改
革
に
係
る
状
況
―
令
和
５
年
度

地
方
公
共
団
体
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る

調
査
結
果
の
概
要
―
」（
総
務
省
）に
よ
る

と
、
要
件
に
該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

面
接
指
導
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
職
員
は
67
・

７
％
で
あ
っ
た
。
主
な
理
由
は
、「
職
員
に

対
し
、
面
接
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
通
知
・

勧
奨
し
た
が
、反
応
が
無
か
っ
た
又
は
職
員

自
身
が
必
要
な
い
と
判
断
し
た
」、「
面
接

指
導
を
受
け
る
必
要
が
な
い
と
医
師
が
判

断
し
た
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

総
務
部
職
員
厚
生
課
保
健
室
の
堀
佳
代
さ

ん
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
「
本
市
で
も
同
様
の
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
私
た
ち
は
保
健
師
で
す
の
で
、

職
員
の
皆
さ
ん
に
健
康
に
働
い
て
い
た
だ
く

こ
と
を
第
一
義
に
考
え
、
な
る
べ
く
ご
自
身

の
健
康
を
気
遣
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
努
め
て

い
ま
す
」。

　

こ
の
言
葉
に
、
法
的
義
務
以
上
の
取
り

組
み
を
志
す
姿
勢
が
映
る
。
実
際
、
面
接

指
導
の「
該
当
者
」は
、
市
独
自
で
図
の
よ

う
に
❶
～
❺
に
分
類
し
て
い
る
。

　
「
❶
と
❷
は
人
事
院
規
則
に
な
ら
っ
て
、

本
人
か
ら
の
申
し
出
が
な
く
て
も
医
師
に

よ
る
面
接
指
導
を
行
う
も
の
と
し
ま
し

た
。
ま
た
、月
45
時
間
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、

市
が
独
自
に
❹
の『
６
か
月
連
続
』と
❺
の

『
２
～
６
月
平
均
』を
追
加
設
定
し
て
い
ま

す
。
職
員
の
健
康
障
害
リ
ス
ク
を
き
め
細

か
く
把
握
す
る
と
と
も
に
、
本
人
に
自
分

の
労
働
時
間
を
意
識
し
て
も
ら
う
た
め
で

す
」。

面
接
指
導
の
実
施
フ
ロ
ー

　

面
接
指
導
の
実
施
フ
ロ
ー
は
、
ま
ず
、
保

健
室
が
人
事
課
か
ら
各
職
員
の
勤
務
時
間

情
報
を
受
け
、
毎
月
の
該
当
者
を
把
握
。

次
に
、
保
健
室
か
ら
各
部
局
長
に
面
接
指

導
実
施
の
案
内
書
を
渡
し
、
部
局
長
を
通

じ
て
所
属
長
お
よ
び
本
人
に
通
知
さ
れ

る
。
面
接
指
導
の
実
施
に
つ
い
て
所
属
長

も
把
握
で
き
る
た
め
、
職
員
の
健
康
状
態

や
業
務
の
繁
忙
状
況
へ
の
意
識
づ
け
に
な
っ

て
い
る
そ
う
だ
。
案
内
通
知
の
際
、
該
当

者
分
類
ご
と
に
、
次
の
異
な
る
資
料
を
配

布
し
て
い
る
の
も
特
徴
的
だ
。

【
該
当
者
❶
❷
】

◦
面
接
指
導
実
施
通
知

◦
自
己
チ
ェッ
ク
票

◦
健
康
リ
ス
ク
啓
発
チ
ラ
シ（
高
リ
ス
ク
版
）

医
師
に
よ
る
面
接
指
導

対
象
者
へ
資
料
配
布
し
意
識
を
啓
発

　
大
分
市
で
は
、
す
べ
て
の
職
員
が
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
実
現
し
、
ま
す
ま
す
活
躍
で
き

る
よ
う
に
と
、
各
種
の
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
。
長
時
間
労
働
の
是
正
に
関
し
て
も
、

そ
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
本
記
事
で
は
そ
の
中
で
も
「
長
時
間
労
働
者
へ
の
医

師
に
よ
る
面
接
指
導
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

総務部職員厚生課保健室の堀佳代さん（左）と今井みゆきさん

大
分
県
大
分
市

事
例
─
●❸

図　長時間労働者への面接指導等実施フロー

●❶月100時間以上の時間外労働者※
●❷2～6月平均で月80時間を超える時間外
労働者

●❸月80時間を超える時間外労働者
●❹６か月連続で月45時間を超える時間外
労働者

●❺2～6月平均で月45時間を超える時間外
労働者

該当者の把握

部局長への通知

部局長を通じて、所属長及び本人への通知

医師による面接指導の実施

面接指導結果の記録

対策の実施・事後フォロー

③～⑤については、本人
から面接指導の申し出が
あった職員、または、（時
間外勤務によって健康へ
の影響が懸念されるな
ど）産業医が面接指導の
必要性があると判断した
職員に対して実施する。

①、 ②については、面接指
導実施通知と長時間労働
による健康障害防止のた
めの面接指導自己チェッ
ク票及び健康リスクにつ
いてのチラシ配付 （医師
面談の対象者）。
③、 ④については、 面接
指導勧奨通知と長時間
労働による健康障害防止
のための面接指導自己
チェック票及び健康リスク
についてのチラシ配付。
⑤については、健康リスク
についてのチラシ配付 。

該
当
者

※時間外労働者とは、正規の勤務時間を超えての時間外勤務および休
日勤務をした職員を指す（ほかも同）。

毎月

5年間保存
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【
該
当
者
❸
❹
】

◦
面
接
指
導
勧
奨
通
知

◦
自
己
チ
ェッ
ク
票

◦
健
康
リ
ス
ク
啓
発
チ
ラ
シ（
高
リ
ス
ク
版
）

【
該
当
者
❺
】

◦
健
康
リ
ス
ク
啓
発
チ
ラ
シ（
低
リ
ス
ク
版
）

　

自
己
チ
ェッ
ク
票
と
は
、「
長
時
間
労
働

に
よ
る
健
康
障
害
防
止
の
た
め
の
面
接
指

導
自
己
チ
ェッ
ク
票
」の
略
称
。
チ
ェッ
ク
内

容
は
厚
生
労
働
省
の「
労
働
者
の
疲
労
蓄

積
度
自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

（
2
0
2
3
年
改
正
版
）〔
本
人
用
〕」か
ら

引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
労
働
者
が
自
身

の
疲
労
蓄
積
度
を
知
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し

て
開
発
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
面
接
指
導
前
に

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
医
の
参
考
情
報

に
な
る
と
と
も
に
、
本
人
が
自
身
の
現
状
を

意
識
し
、産
業
医
と
の
面
談
で
相
談
し
や
す

く
な
る
こ
と
も
期
待
し
て
い
る
と
い
う
。

を
促
し
て
い
る
。

　
「
２
種
類
の
違
い
は
、リ
ス
ク
が
高
い
か
低

い
か
を
視
覚
的
に
示
す
部
分
で
す
。
❶
❷

は
も
ち
ろ
ん
、❸
❹
の
職
員
に
も
高
リ
ス
ク

版
を
配
布
し
、
面
接
指
導
の
申
し
出
を
促

し
て
い
ま
す
」。

　

実
施
率
を
高
め
る
た
め
の
対
策
は
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　
「
部
局
長
に
面
接
指
導
の
案
内
を
手
渡

し
、
所
属
長
に
も
面
接
日
時
を
周
知
し
て

い
る
こ
と
が
、
実
施
率
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
」。

就
業
上
の
措
置
が
必
要
な
場
合

　

面
接
指
導
後
は
、
医
師
が
指
導
結
果
を

記
録
し
５
年
間
保
存
。
産
業
医
が「
経
過

観
察
が
必
要
」と
判
断
し
た
場
合
は
、
再

面
談
を
案
内
す
る
。

　
「
面
接
指
導
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
就

業
上
の
措
置
が
必
要
だ
と
産
業
医
が
判
断

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
場
合

は
、
本
人
の
了
承
を
得
た
う
え
で
職
員
厚

生
課
の
所
属
長
か
ら
対
象
者
の
所
属
長
へ

産
業
医
の
意
見
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
業

務
の
調
整
や
配
慮
を
含
め
た
対
策
を
求
め
、

対
策
実
施
報
告
書
の
提
出
を
依
頼
し
て
い

ま
す
」。

　

医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
実
施
と
合
わ

せ
て
、
時
間
外
勤
務
そ
の
も
の
の
縮
減
が

重
要
だ
が
、
そ
の
施
策
は
各
所
属
が「
大

分
市
職
員
活
躍
推
進
プ

ラ
ン
」と「
大
分
市
職
員

働
き
方
改
革
推
進
プ
ロ

グ
ラ
ム
」に
沿
っ
て
取
り

組
ん
で
い
る
。
参
考
ま

で
に
、
近
年
の
時
間
外
勤

務
１
０
０
時
間
以
上
の

職
員
数
は
、
表
の
よ
う
に

な
る
。
令
和
４
年
度
か

ら
５
年
度
に
か
け
て
大

き
く
減
っ
た
の
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
５
類
に
移
行
し
た

こ
と
で
関
連
業
務
が
減
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
も

　

面
接
指
導
以
外
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

も
う
か
が
っ
た
。

　
「
長
時
間
労
働
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

調
に
も
つ
な
が
り
や
す
い
た
め
、
セ
ル
フ

ケ
ア
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
も
作
成
し
、
印
刷
物
や
庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
で

啓
発
し
て
い
ま
す
」。

　

表
紙
に
は『
気
づ
き
の
セ
ル
フ
ケ
ア（
職

員
・
ご
家
族
用
）』と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
は
家
族
の
方
の

気
づ
き
も
と
て
も
重
要
な
の
で
、
一
緒

に
読
ん
で
ほ
し
い
」と
い
う
理
由
か
ら
だ
。

Ａ
4
判
三
つ
折
り
の
簡
易
な
チ
ラ
シ
だ
が
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
サ
イ
ン
や
セ
ル

フ
ケ
ア
の
方
法
な
ど
が
わ
か
り
や
す
く
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
数
種
類
の『
こ
こ
ろ

の
相
談
窓
口
』も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
は
、
早
め
に

気
づ
き
、
相
談
や
治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
大
切
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
気
が

か
り
で
も
相
談
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い

ま
す
」。

　

職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
と
し
て
、

「
大
分
市
職
員
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
推

進
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
、
節
目
ご
と
の
セ

ル
フ
ケ
ア
研
修
、
所
属
長
や
グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー
向
け
の
ラ
イ
ン
ケ
ア
研
修
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
研
修
な
ど
、
安
全
衛
生

に
関
す
る
研
修
も
充
実
し
て
い
る
。
引
き

続
き
の
取
り
組
み
を
応
援
し
た
い
。

【ポイント】

準備：両手を重ねておなかの前にあてる

・ゆっくりと呼吸（５秒数えるイメージ）を吸う

・ゆっくりと呼吸（１０秒数えるイメージ）を吐く

・おなかが膨らむように吸う

・おなかの膨らみがもとにもどるように吐く

長時間同じ姿勢でいるときも筋肉は緊張し、

代謝や血行が低下します。筋肉をゆっくり伸ば

すストレッチは、筋肉の緊張をゆるめ、血行を促

し、心身のリラックスに効果的です。

セルフケアを心がけましょう

ストレッチ

リラクセーション：腹式呼吸
コミュニケーションは、セルフケアを促進する上で大

切な要素です。

挨拶をはじめに、同僚や上司、家族や友人など、日

頃から話ができる関係性を大切にしましょう。

相談の内容に応じて、様々な相談機関があります。

自分が利用できる相談先を知っておきましょう。

相談先を知る

周りとのコミュニケーションを大切にする

【参考資料】
・「こころの耳：働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト」厚生労働省
・「こころの情報サイト」国立精神・神経
医療研究センター

ストレスサインが出ていませんか

ストレスは、誰しも多かれ少なかれ自覚しているもの

です。ストレスを過度にためず、適度なストレスとうま

く付き合っていくためには、自分のストレスに気づく

ことが大切です。

【こころの面】

□ 悲しみ、憂うつ感

□ 不安感、イライラ感、緊張感

□ 無力感、やる気が出ない

【身体の面】

□ 食欲がなくなる、やせてきた

□ 寝つきが悪い、朝早く目が覚める

□ 動悸がする、血圧が上がる、手足の裏に

汗をかく

【行動の面】

□ 消極的になる、周囲との交流を避けるよう

になる

□ 飲酒、喫煙量が増える

□ 身だしなみがだらしなくなる、落ち着きが

ない

こころの不調として現れるストレス
サインに気づいたら、相談や対処す
るなど早めに対応しましょう。

≪ストレスサイン≫

ストレスをため過ぎると、こころや身体の調子を崩して

しまうこともあります。

日常生活の中でストレスをためないよう、セルフケアを

心がけましょう。

≪生活習慣を整える≫

バランスのとれた食事や質のよい睡眠、適度な

運動の習慣を維持することが、こころの健康の

基礎固めとなります。

また、日常生活の中でリラックスできる時間を

持つことも大切です。

ゆっくり腹式呼吸をする、軽く体をストレッチす

る、好きな音楽を聴く等、気軽にできることをし

ましょう。

≪考え方を柔軟に≫

よくないことばかりでなく、実際にできていること、

うまくいっていることに目を向けて考えましょう。

考え方やものの見方を少し変えてみるだけで、気持

ちが少し楽になることがあります。

≪困った時は誰かに相談してみる≫

話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になること

があります。また、話すことで自分の中で解決策が

見つかることもあります。

一人で抱え込まず、相談機関（専門家）にアドバイス

を仰ぎましょう。

気づきのセルフケア
職員・ご家族用

～一人で悩まず相談を～

大分市
令和７年６月

こころの相談窓口

★「さわやか相談」（要予約）
●●●●先生（心療内科）による相談
・ 第 水曜日 ～
☎ 場所：市役所本庁舎内
・ 第 水曜日 ～
☎ ●●● ●●●● 場所：●●●●

★「保健師による健康相談」
☎ （内線 ）
職員厚生課 保健室にて随時可能

★「職場における悩み相談」
人事課長、総務部次長及び総務部長に、直接又は
メール、手紙、電話等 自己申告書可 で相談
・人事課長 ●●●● 内線●●
・総務部次長 ●●●● 内線●●
・総務部長 ●●●● 内線●●
※教育委員会・消防局・上下水道局の相談先
は各部局の総務課へお問合せください。

★「こころ・ホット相談」
☎ ●●● ●●●● ●●●●
臨床心理士による相談（無料）
相談日は、土曜日 ～ 応相談）
受付時間は、月・金曜日 ～
※互助会員（正規・再任用職員）とその家族対象

★「こころとからだのほっとライン」
大分県市町村職員共済組合の電話健康相談
・ 時間、年中無休、通話料無料
☎ ●●●● ●●● ●●●
※公立学校共済組合員は対象外

★「メンタルヘルス相談事業」
大分県市町村職員共済組合事業
指定医療機関（※）での相談（年 回まで）
※相談無料・要予約
詳細は保健室へお問合せください。

※公立学校共済組合員は対象外

周囲が気づく
メンタルヘルス不調のサイン

□ 表情に元気がない、活気が感じられない

□ これまで起こさなかったミスやトラブルが目立つ

□ 服装が乱れたり、衣類や靴が汚れていたりする

□ 作業効率が悪くなった

□ 業務に結果がともなわない

□ 思考力や判断力が低下している

□ 遅刻や早退が増える

□ 空席やトイレの回数が増える

□ 残業や休日が増える

ご家族の方の気づきが、大変重要な
対応の鍵となります。
是非、ご家族と一緒にご覧ください。

【行動や態度の変化】

【勤務状態の変化】

“いつもと違う”そんなサインが続いたら、
同僚・上司や産業保健スタッフ（産業医・保健師）、
こころの相談窓口などに相談しましょう。

【お問合せ先】 職員厚生課 保健室

（直通） 内線

【仕事の変化】

メンタルヘルスの啓発リーフレット

　　　セルフケアについての参考資料

長時間労働が増えるほど健康障害のリスクが高まります

時間外・休日労働時間

月100時間以上または

2～6か月平均80時間超

月45時間以内

月80時間超

2～6か月平均45時間

6か月連続45時間超

ああななたたはは

ココココ！！

長時間労働は、仕事による負荷を大きくさせるだけではなく、

睡眠・休養の機会を減少させ、疲労蓄積の重要な原因となります。

脳・心疾患の発症リスクの関連性も強いとされています。

疲労の蓄積やメンタルヘルス不調に早く気づくことが大切です。

産業医による健康指導や助言指導を行っています。

気になる症状があれば、早めに保健室へご相談ください。

①①

・終業から次の始業までの休

息（勤務間インターバル）がお

おむね11時間未満

・休日のない連続勤務

・身体的負荷を伴う業務

・事業場外の移動を伴う業務

健康障害のリスク

【問い合わせ先】

職員厚生課 保健室

電 話： （内線 ）

メール：

□労働時間が非常に長いと感じる

□仕事の精神的負担が大きい

□勤務日の睡眠時間が６時間未満である

□タバコを吸う

□家族・友人と過ごす時間が足りない

□仕事中、強い眠気に襲われる

□慢性的に疲れている

□ゆううつな気分やほとんどのことに興味が持てない状況が続いている

□頭痛・めまい・手足のしびれ・脱力感・脈の乱れ・胸の痛みなどの症状がある

□調子が悪いのに、産業医・保健師等に相談していなかったり、医療機関を受診していない

□健康診断で、血圧、血糖、脂質等の異常を指摘された（1個以上）ことがある

〇ライフスタイルはこころの健康にも大切です

・バランスの取れた食事や良質の睡眠・適度な運動の習慣の維持をしましょう。

・リラックスできる時間をもちましょう（腹式呼吸・ぼんやりと窓の外を眺める、ゆったりお風呂に入る、

好きな音楽を聴くなど）。

〇頭をやわらかくしましょう

・ストレスを感じているとき、物事を固定的に考えてしまうことがあるため、実際にできてること、うまくいって

いることに注意を向けるのもよいでしょう。

〇困ったときは誰かに話してみましょう

・友人、家族、同僚、地域や趣味の仲間など、日ごろから気軽に話せる人を増やしておきましょう。

長時間労働における健康リスクに気がついていますか

独立行政法人労働安全衛生総合研究所「長時間労働者の健康ガイド」より

セルフケアでこころを健康に

１つ以上チェックがある場合、

心と体に負担が生じている可能性があります。

こころの耳：働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト（厚生労働省）

国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」より

健康障害リスクの啓発チラシ
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康
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表　月あたりの時間外勤務100時間以上の職員数（延べ）
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

80人 171人 140人 16人


